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(57)【要約】
臨床ケアにおける医療ケアアルゴリズムの使用は、患者
の治療において為される過失の数を低減させる。臨床ケ
アにおける医療ケアアルゴリズムの使用はまた、ケアを
患者に提供する際、医療介護提供者の自信を増加させる
。本発明は、効果的に、全面的に、かつ容易に、医療介
護提供者に、危機的、やや危機的、および非危機的医療
ケアアルゴリズムへのリアルタイムアクセスを与えるた
めのシステムおよび方法を提供する。本発明はまた、医
療介護提供者が、健康ケアにおいて一般に使用される先
を見越したガイドラインを参考にするためのシステムお
よび方法を提供する。本発明はまた、医療介護提供者に
、アルゴリズムを精査および継続的教育のためのリフレ
ッシャツールとして利用する方法をもたらす。さらに、
本発明は、電子医療記録としてのアルゴリズムベースの
治療の文書化のための方法を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、前記方法は、
　ａ）プロセッサを備えているコンピュータシステム上のモジュールへのアクセスを提供
することであって、前記モジュールは、複数の医療ケアアルゴリズムに関連付けられ、前
記モジュールは、各々が少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられ
た複数の選択可能アイコンをユーザに表示する、ことと、
　ｂ）前記ユーザが前記選択可能アイコンのうちの少なくとも１つ選択したことを決定す
ることであって、それに応じて、前記プロセッサは、前記選択されたアイコンに関連付け
られた医療ケアアルゴリズムに対して、医療ケアアルゴリズムデータベースを検索し、選
択された医療ケアアルゴリズムを提供する、ことと、
　ｃ）前記コンピュータシステムによって、前記選択されたアイコンが選択されたこを記
録することであって、前記記録は、アクセスの電子医療記録を提供する、ことと、
　ｄ）ディスプレイ上に、前記選択された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示
することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記選択された医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択された医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択された医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記選択された医療ケアアルゴリズムは、手技特有のアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記選択された医療ケアアルゴリズムは、外科手術手技を行うためのアルゴリズムを備
えている、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのステップに関連付けられたステップアイコンを選択することによって
、前記医療ケアアルゴリズムの前記少なくとも１つのステップを医療記録内に記録するこ
とをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記医療記録内に記録することは、タイムスタンプを記録する、請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　関連医療媒体を表示することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　対象のための治療介入を提案することをさらに含み、前記治療介入は、前記選択された
アイコンに関連する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　エンコードされたコンピュータ実行可能コードを有するコンピュータ読み取り可能な媒
体を備えているコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ実行可能コード
は、医療ケアアルゴリズムを提供する方法製品を実装するよう実行されるように適合され
、
　前記方法は、
　ａ）医療ケアアルゴリズム管理システムを提供することであって、前記医療ケアアルゴ
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リズム管理システムは、
　ｉ）ディスプレイモジュールと、
　ｉｉ）検出モジュールと、
　ｉｉｉ）検索モジュールと、
　ｉｖ）出力モジュールと
　を備えている、ことと、
　ｂ）前記ディスプレイモジュールによって、複数の選択可能アイコンをユーザに表示す
ることであって、各選択可能アイコンは、医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられ
ている、ことと、
　ｃ）前記検出モジュールによって、選択可能アイコンが前記ユーザによって選択された
ことを検出することであって、前記選択されたアイコンは、識別を有する、ことと、
　ｄ）前記選択されたアイコンの識別に基づいて、前記検索モジュールによって、医療ケ
アアルゴリズムのデータベースを検索することであって、前記検索は、前記選択されたア
イコンに関連付けられた識別された医療ケアアルゴリズムを識別する、ことと、
　ｅ）前記出力モジュールによって、前記識別された医療ケアアルゴリズムを出力するこ
とと
　を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、
請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムは、専門科特有のアルゴリズムを備えている、請
求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬分注システムに対する
処方インターフェースをさらに備え、前記方法は前記処方インターフェースによって、処
方要求を前記薬調合機械に提出することをさらに含む、請求項１１に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項１７】
　前記電子医療記録は、タイムスタンプをさらに備えている、請求項１６に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項１８】
　前記医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬局への薬局インターフ
ェースをさらに備え、前記方法は、電子医療記録を提供することをさらに含む、請求項１
１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１９】
　前記電子医療記録は、タイムスタンプをさらに備えている、請求項１８に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記出力モジュールは、前記識別された医療アルゴリズムのステップを出力する、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　前記医療ケアアルゴリズム管理システムは、ナビゲーションモジュールをさらに備え、
前記ナビゲーションモジュールは、承認アイコンを備え、前記ナビゲーションモジュール



(4) JP 2016-518645 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

は、前記承認アイコンが選択されたことを検出すると、後続ステップをさらに表示する、
請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記承認アイコンを選択することは、前記後続ステップの出力に先立って要求される、
請求項２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　前記ナビゲーションモジュールは、複数の分岐アイコンを備え、各分岐アイコンは、前
記識別された医療ケアアルゴリズムの異なる分岐に独立して関連付けられ、前記ナビゲー
ションモジュールは、選択された分岐に関連付けられた前記分岐アイコンが選択されたこ
とを検出すると、前記選択された分岐にアクセスする、請求項２１に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項２４】
　前記方法は、記録モジュールをさらに含み、前記記録モジュールは、対象に関連付けら
れた少なくとも１つのパラメータを記録する、請求項１１に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
【請求項２５】
　前記方法は、前記記録されたパラメータに基づいて、前記対象に合わせて前記識別され
た医療ケアアルゴリズムをカスタマイズすることをさらに含む、請求項２４に記載のコン
ピュータプログラム製品。
【請求項２６】
　前記方法は、前記記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬調合機械に提出する
ことをさらに含む、請求項２４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２７】
　前記方法はさらに、前記記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬局に提出する
ことを含む、請求項２４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２８】
　前記治療される対象に関連付けられたパラメータは、前記治療される対象の体重である
、請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２９】
　前記治療される対象に関連付けられたパラメータは、前記治療される対象の年齢である
、請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３０】
　前記治療される対象に関連付けられたパラメータは、前記治療される対象の性別である
、請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　前記方法は、前記出力モジュールによって、関連医療媒体を出力することをさらに含む
、請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３２】
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、前記方法は、
　ａ）コンピュータシステムによって、要求を受信することであって、前記コンピュータ
システムは、プロセッサを備えている、ことと、
　ｂ）前記プロセッサによって、前記要求に基づいて、医療ケアアルゴリズムのデータベ
ースを検索し、それによって、前記要求に関連付けられた少なくとも１つの医療ケアアル
ゴリズムを識別することと、
　ｃ）前記コンピュータシステムによって、前記識別された医療ケアアルゴリズムを記録
することであって、前記記録することは、前記要求の電子医療記録を提供する、ことと、
　ｄ）前記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示することと
　を含む、方法。
【請求項３３】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムを通して経過を追跡することをさらに含む、請求
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項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記経過は、対象に関連付けられた電子医療記録内に記録される、請求項３３に記載の
方法。
【請求項３５】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部は、選択可能アイコンに関連付
けられている、請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　前記選択可能アイコンは、タッチスクリーンアイコンである、請求項３５に記載の方法
。
【請求項３７】
　前記医療ケアアルゴリズムとともに、関連医療媒体を表示することをさらに含む、請求
項３２に記載の方法。
【請求項３８】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムは、モバイルデバイス上に表示される、請求項３
２に記載の方法。
【請求項３９】
　前記医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、請求項３２に記
載の方法。
【請求項４０】
　前記医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、請求項３２
に記載の方法。
【請求項４１】
　前記医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、請求項３２に記
載の方法。
【請求項４２】
　前記医療ケアアルゴリズムは、緊急ケアアルゴリズムを備えている、請求項３２に記載
の方法。
【請求項４３】
　前記医療ケアアルゴリズムは、外科手術手技を備えている、請求項３２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記医療ケアアルゴリズムは、手技特有のアルゴリズムを備えている、請求項３２に記
載の方法。
【請求項４５】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも１つのステップを医療記録内に記録
することをさらに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項４６】
　対象のための治療介入を提案することをさらに含み、前記治療介入は、前記選択された
アイコンに関連する、請求項３２に記載の方法。
【請求項４７】
　医療ケアアルゴリズムにアクセスする方法であって、前記方法は、
　ａ）ユーザによって、少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムを備えているモジュール
にアクセスすることであって、前記モジュールは、プロセッサを備えているコンピュータ
システムからアクセスされる、ことと、
　ｂ）少なくとも１つの選択可能アイコンを選択することによって、前記モジュール内の
医療ケアアルゴリズムをナビゲートすることであって、前記プロセッサは、前記選択に基
づいて、電子医療記録を提供する、ことと、
　ｃ）前記医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部をディスプレイにおいて閲覧すること
と
　を含む、方法。
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【請求項４８】
　前記医療ケアアルゴリズムに基づいて、治療介入を対象に提供することをさらに含む、
請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記ユーザは、外科医であり、外科手術の準備のために、ａ）－ｃ）のうちの少なくと
も１つを行う、請求項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　前記ユーザは、外科医であり、外科手術中、ａ）－ｃ）のうちの少なくとも１つを行う
、請求項４７に記載の方法。
【請求項５１】
前記ナビゲートすることは、処方要求を薬調合機械に提出することをさらに含む、請求項
４７に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ナビゲートすることは、処方要求を薬局に提出することをさらに含む、請求項４７
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、米国仮出願第６１／７７８，２６９号（２０１３年３月１２日出願）の利益を
主張し、上記出願の内容は、その全体が参照により本明細書に引用される。
【０００２】
　（背景）
　医療ケアアルゴリズムは、臨床医が、あるタイプの患者、病気、または臨床状況の場合
に従うべき、診断または治療プロセスの概要を医師、看護士、および支援医療従事者に提
供することによって、特定の標準ケアの健康ケアプロトコルを実施する際、医師を支援し
、医療過誤を大幅に低減させるために開発されている。医療ケアアルゴリズムへのアクセ
スは、主治医、専門医、看護士、インターンのワークフローを改善することができ、かつ
医療ケアの正確性、迅速性、および全体的送達を改善することができる。しかしながら、
健康ケア施設は、一般に、救急部門、手術室、医療／外科手術ユニット、病院の治療室、
および医師のオフィス等が、全必要医療ケアアルゴリズムのコピーを装備するには不十分
であるように構成される。加えて、医療ケアアルゴリズムの利用可能なハードコピーは、
常時更新されず、したがって、最新の治療発展を反映しない場合がある。
【０００３】
　医療ケアアルゴリズムは、時として、インターネット上で見出されることができるが、
インターネットソースから医療ケアアルゴリズムを見つけ、そこにアクセスし、それを読
み出す能力への依拠は、危険かつ非効果的実践であり、それは、多くの場合、未証明かつ
未認定ソースに由来するデータを患者のケアに適用する能力に依存する。そのような欠点
は、個々の患者へのケアの送達に悪影響を及ぼし、患者を適切にケアする医師の能力を損
なわせる。さらに、医療ケアアルゴリズムのハードコピーは、アルゴリズムを患者のケア
に適用しながら、医師が、医療ケアアルゴリズムによって概略された全てのステップを肯
定確認したことを確実にする機構を提供しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、
ａ）プロセッサを備えているコンピュータシステム上のモジュールへのアクセスを提供す
ることであって、モジュールは、複数の医療ケアアルゴリズムに関連付けられ、モジュー
ルは、各々が少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられた複数の選
択可能アイコンをユーザに表示する、ことと、ｂ）ユーザが選択可能アイコンのうちの少
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なくとも１つ選択したことを決定することであって、それに応じて、プロセッサは、選択
されたアイコンに関連付けられた医療ケアアルゴリズムに対して、医療ケアアルゴリズム
データベースを検索し、選択された医療ケアアルゴリズムを提供する、ことと、ｃ）コン
ピュータシステムによって、選択されたアイコンが選択されたこを記録することであって
、記録は、アクセスの電子医療記録を提供する、ことと、ｄ）ディスプレイ上に、選択さ
れた医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示することとを含む、方法を提供する。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、エンコードされたコンピュータ実行可能コードを
有するコンピュータ読み取り可能な媒体を備えているコンピュータプログラム製品であっ
て、コンピュータ実行可能コードは、医療ケアアルゴリズムを提供する方法製品を実装す
るよう実行されるように適合され、方法は、ａ）医療ケアアルゴリズム管理システムを提
供することであって、医療ケアアルゴリズム管理システムは、ｉ）ディスプレイモジュー
ルと、ｉｉ）検出モジュールと、ｉｉｉ）検索モジュールと、ｉｖ）出力モジュールとを
備えている、ことと、ｂ）ディスプレイモジュールによって、複数の選択可能アイコンを
ユーザに表示することであって、各選択可能アイコンは、医療ケアアルゴリズムに独立し
て関連付けられている、ことと、ｃ）検出モジュールによって、選択可能アイコンがユー
ザによって選択されたことを検出することであって、選択されたアイコンは、識別を有す
る、ことと、ｄ）選択されたアイコンの識別に基づいて、検索モジュールによって、医療
ケアアルゴリズムのデータベースを検索することであって、検索は、選択されたアイコン
に関連付けられた識別された医療ケアアルゴリズムを識別する、ことと、ｅ）出力モジュ
ールによって、識別された医療ケアアルゴリズムを出力することとを含む、コンピュータ
プログラム製品を提供する。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、
ａ）コンピュータシステムによって、要求を受信することであって、コンピュータシステ
ムは、プロセッサを備えている、ことと、ｂ）プロセッサによって、要求に基づいて、医
療ケアアルゴリズムのデータベースを検索し、それによって、要求に関連付けられた少な
くとも１つの医療ケアアルゴリズムを識別することと、ｃ）コンピュータシステムによっ
て、識別された医療ケアアルゴリズムを記録することであって、記録することは、要求の
電子医療記録を提供することと、ｄ）識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部
を表示することとを含む、方法を提供する。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、医療ケアアルゴリズムにアクセスする方法であっ
て、ａ）ユーザによって、少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムを備えているモジュー
ルにアクセスすることであって、モジュールは、プロセッサを備えているコンピュータシ
ステムからアクセスされる、ことと、ｂ）少なくとも１つの選択可能アイコンを選択する
ことによって、モジュール内の医療ケアアルゴリズムをナビゲートすることであって、プ
ロセッサは、選択に基づいて、電子医療記録を提供する、ことと、ｃ）医療ケアアルゴリ
ズムの少なくとも一部をディスプレイにおいて閲覧することとを含む、方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の代表的ホームアイコンを図示する。
【図２】図２は、本発明によって提供される医療ケアアルゴリズムをナビゲートするとき
、ユーザによって辿られる代表的ステップを図示する、フロー図である。
【図３】図３は、本発明の例示的実施形態とともに使用され得る、コンピュータシステム
の第１の例示的アーキテクチャを図示する、ブロック図である。
【図４】図４は、本発明の例示的実施形態とともに使用され得る、コンピュータネットワ
ークを図示する、略図である。
【図５】図５は、本発明の例示的実施形態とともに使用され得る、コンピュータシステム
の第２の例示的アーキテクチャを図示する、ブロック図である。
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【図６】図６は、本発明の製品を伝送することができる、グローバルネットワークを図示
する。
【図７】図７は、本発明のシステムのシステムによって提供される、心室性頻拍の危機的
ケアアルゴリズムの代表的インターフェースを図示する。
【図８】図８は、本発明のシステムによって提供される、分岐された心室性頻拍の危機的
ケアアルゴリズムの代表的フルウィンドウ表現を図示する。
【図９】図９は、本発明のシステムによって提供される、分岐された悪性高熱症アルゴリ
ズムの代表的フルウィンドウ表現を図示する。
【図１０】図１０は、代表的非危機的アルゴリズムを図示する、代表的選択可能アイコン
を図示する。
【図１１】図１１は、健康ケアにおける代表的実践的パラメータを図示する、代表的選択
可能アイコンを図示する。
【図１２】図１２は、危機的事象の医療記録を形成することができる、代表的パラメータ
を図示する。
【図１３】図１３は、コードブルー医療記録を形成することができる、代表的パラメータ
を図示する。
【図１４】図１４は、本発明の医療ケアアルゴリズムの代表的インターフェースを図示す
る。
【図１５】図１５は、本発明の医療ケアアルゴリズムの代表的インターフェースを図示す
る。
【図１６】図１６は、本発明の医療ケアアルゴリズムの代表的インターフェースを図示す
る。
【図１７】図１７は、本発明の医療ケアアルゴリズムの代表的インターフェースを図示す
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　病院環境における対象の管理は、複雑な仕事である。対象を治療する際、臨床医は、詳
細に、複数、かつ多くの場合、複雑な治療アルゴリズムを記憶し、それを思い出すことと
対決させられる。ほとんどの臨床医は、医療ケアアルゴリズムのわずかな部分のみをルー
チン的に使用するが、多くの臨床医、特に、緊急および危機的ケアを実践する臨床医は、
要求に応じて、医療ケアアルゴリズムの全てのステップを思い出し、それを正しく実施す
ることが期待される。
【００１０】
　臨床医が、医療ケアアルゴリズムのステップを思い出し、それに追従する能力は、対象
の生命に実質的影響を及ぼし得るが、特に、プロトコルが、頻繁に使用または精査されて
いない医療ケアアルゴリズムを実践することを要求する場合、危機の間、ストレスが、標
準ケアプロトコルを思い出し、それを適用する臨床医の能力を損なわせ得る。さらに、医
学的な緊急事態の間、対象のケアに関する決定は、多くの場合、短期間内で行われ、した
がって、対象を治療する臨床医および臨床人員から速度および正確性の両方を要求する。
【００１１】
　臨床医は、予期されるいくつかの医療ケアアルゴリズムを習得および記憶する困難に直
面し、時として、実装することを要求される。本明細書に説明される本発明のシステムお
よび方法は、アイコンの選択において、複数の医療ケアアルゴリズムへの容易かつ便利な
アクセスを提供する。臨床医は、単に、本発明によって提供される少なくとも１つの選択
可能アイコンを選択することによって、対象の治療において使用される、危機的、やや危
機的、非危機的、小児科、および専門科特有の医療ケアアルゴリズムのステップにアクセ
スし、それを読み出し、承認し、かつそれを医療記録に記録することができる。臨床医は
また、本発明のシステムおよび方法を使用して、通常、ルーチン的医療予約時、初期一次
ケア予約時、初期専門科ケア予約時、緊急予約時、対象経過観察予約時、手技予約時、お
よび複数の対象との予約時において使用される、標準動作プロトコルを誘導する、一連の
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標準的医療パラメータにアクセスし、それを精査することができる。
【００１２】
　さらに、臨床医に現在利用可能な多くの医療ケアアルゴリズムは、医療過程のための研
究精査材料として設計されており、したがって、危機中の実際の使用のためにフォーマッ
ト化されていない。研究材料として設計される医療ケアアルゴリズムは、非常に包括的で
あり得、そのようなアルゴリズムは、多くの場合、ナビゲートが困難である、小冊子とし
てフォーマット化され得る。結果として、多くの既存の認可されたアルゴリズムのレイア
ウトは、概して、実際の臨床治療における参照として使用するために、容易に適用可能で
はない。それにもかかわらず、臨床医は、任意のフォーマット、レイアウト、または設計
において、常時、医療ケアアルゴリズムへの容易かつ高速なアクセスを有していない。あ
る麻酔科医は、病院に勤務している可能性があり、その病院では、例えば、二次救命処置
（ＡＣＬＳ）協会によって提供される、最も一般に使用される危機的ケアアルゴリズムを
治療室の壁のポスターとして貼り付けられたフロー図として提示される。同じ麻酔科医は
また、異なる病院でも勤務している可能性があり、その病院では、ＡＣＬＳによって提供
される同危機的ケアアルゴリズムは、ＡＣＬＳによって提供される、緊急ケアのハンドブ
ック内にのみ存在する。ＡＣＬＳの緊急ケアのハンドブックは、麻酔科医によって利用さ
れる治療室において利用可能であるか、または全く利用可能ではない可能性がある。
【００１３】
　いくつかの医療ケアアルゴリズムは、専門科特有であり、臨床環境においてそのような
アルゴリズムを提供するために使用される、均一の編成または提示フォーマットが存在し
ない。臨床医は、例えば、医師の研修の間に臨床医に提供される危機的ケアアルゴリズム
の設計およびフォーマットに精通している可能性があり、臨床医は、主治医として、同一
危機的ケアアルゴリズムの異なる設計およびフォーマットが提供される可能性がある。分
かりやすく、一貫し、簡潔、明確、容易に利用可能であり、迅速に利用可能であり、かつ
均一な信認されたフォーマットにおいて、医療ケアアルゴリズム内に含まれる情報を医師
に提供する必要性がある。
【００１４】
　本発明は、医療ケアアルゴリズムへの効率的アクセスをもたらすだけではなく、本発明
はまた、医療ケアアルゴリズムの全ての側面が、対象を治療するときに検討および承認さ
れることを確実にするためのチェックポイントシステムを提供することができる。いくつ
かの実施形態では、本発明はさらに、治療を行う医師または治療を行う臨床チームの別の
メンバーが、医療ケアアルゴリズムの異なる分岐をナビゲートすることを可能にする、ナ
ビゲーションおよび承認モジュールを備えている。アイコンの選択を用いて、医師、医師
アシスタント、看護士、または治療を行う臨床チームの複数の他のメンバーが、ａ）対象
を治療する際に選択される方法を確認し、および、ｂ）治療情報を対象に関連付けられた
医療記録にアップロードすることができる。例えば、集中治療室（ＩＣＵ）内で緊急医療
コードに従事する、医師は、本発明のシステムおよび方法を使用して、危機的ケアコード
を治療する際に関連する標準ケア医療アルゴリズムにアクセスすることができる。
【００１５】
　本発明は、選択された医療ケアアルゴリズムによって概略される治療の過程に関連付け
される、医療処方箋を効果的かつ正確に記入するために構築された方法をもたらす。いく
つかの実施形態では、本発明は、少なくとも１つの薬分注システムへのインターフェース
を提供する。インターフェースは、医師が、対象を治療する際に使用される医療ケアアル
ゴリズムを参照しながら、処方を薬調合機械に提出するためのシステムおよび方法を提供
する。薬調合機械は、救急治療室、手術室、医師のオフィス、医院、および他の健康ケア
施設において見出され得る。例えば、ＩｎｓｔｙＭｅｄｓＴＭ、およびＰｙｘｉｓｃａｒ
ｅｆｕｓｉｏｎＴＭによって市販のもの等の薬調合機械は、病院環境において偏在的に存
在しつつあり、本発明のシステムおよび方法は、処方箋記入の利便性、迅速性、および正
確性を大幅に促進する、インターフェースを提供することができる。薬調合機械は、静脈
内に投与される医薬品から、経口カプセル、点滴薬、クリームまで及び得る、約１００種
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類の最も頻繁に使用されるいくつかの薬剤を保持することができる。本発明のシステムお
よび方法を用いた処方箋の記入は、緊急健康ケア環境において、実践性および速度を助長
する。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、本発明のシステムおよび方法は、薬局へのインターフェース
を提供する。薬調合機械は、複数の一般に処方される薬剤をもたらすことができる。しか
しながら、一部の対象は、薬調合機械によってもたらされない処方薬剤を要求し得る。一
部の対象は、処方薬剤の使用について、薬剤師に相談することを要求し得る。本発明のイ
ンターフェースは、医師が、対象を治療する際に使用される医療ケアアルゴリズムを参照
しながら、処方箋を薬局に提出するためのシステムおよび方法を提供する。
【００１７】
　本発明のシステムおよび方法は、ａ）ユーザによるＣＰＲまたはショック治療の治療を
含む、医療ケアアルゴリズムのナビゲーションを文書化する電子医療記録を提供し、ｂ）
薬調合機械または薬局への処方要求の提出を文書化する電子または薬局医療記録を提供し
、ｃ）薬調合機械または薬局による処方要求の記入を文書化する電子または薬局医療記録
を提供することができる。本発明によって提供される、全電子記録は、電子記録が作成さ
れたときの年、月、日、時、分、および秒を文書化するタイムスタンプを含むことができ
る。ある場合には、本発明のシステムおよび方法は、別個の電子健康記録システムへのイ
ンターフェースとして機能する。
【００１８】
　本発明は、医療介護提供者が、医療ケアアルゴリズムの検索ではなく、治療を行う対象
にその時間およびエネルギーを集中することを可能にし、同様に、医師が非効果的手段に
よって医療ケアアルゴリズムを精査するのではなく、健康ケア改善に焦点を当てることを
可能にする。したがって、本発明は、ワークフローおよび生産性を改善する。
【００１９】
　（医療ケアアルゴリズム）
　臨床医は、詳細な複数の、かつ多くの場合、複雑な医療ケアアルゴリズムを記憶し、次
いで、思い出すことと対決させられる。医療ケアアルゴリズムは、決定木、フロー図、チ
ャート、図解、概略図、算定数値、公式、プロトコル、リスト、統計調査、計算図表、ま
たは表を備えていることができる。医療ケアアルゴリズムは、医療治療とともに使用され
ることができる。医療ケアアルゴリズムは、医療講義とともに使用されることができる。
【００２０】
　医療ケアアルゴリズムは、診断、治療／療法、医療治療のおよび予後ステップを含む、
多くの医療環境において適用されることができる。例えば、医療ケアアルゴリズムは、外
科手術手技に関する医師の決定を支援するために使用されることができる。医療ケアアル
ゴリズムは、異なる分岐を備えていることができ、医師は、医療アルゴリズムとともに、
本発明のシステムおよび方法によって表示され得る、個人化された対象情報を利用し、ど
の分岐が対象を治療する際に追求されるべきかを決定することができる。医療ケアアルゴ
リズムは、対象を治療する際に好ましい標準ケアステップを呼び出し、選択する際、医師
を支援する、任意のチャート、図解、表、または概略図を備えていることができる。対象
は、例えば、老人、成人、１３歳から１９歳の間の子供、９歳から１２歳の間の子供、小
児、幼児、および乳児であることができる。対象は、例えば、危機的ケア、やや危機的ケ
ア、非危機的ケア、緊急ケア、外科手術、または専門科特有のケアを必要とする個人であ
ることができる。対象は、患者であることができる。
【００２１】
　医療ケアアルゴリズムは、コンピュータシステム上において、ユーザによってアクセス
されることができる。医療ケアアルゴリズムは、例えば、タッチスクリーンの産物として
表示されることができる。本発明のシステムおよび方法は、タッチスクリーンインターフ
ェース上に、少なくとも１つアルゴリズムまたは群を表示することができる。タッチスク
リーンインターフェースは、ケア送達現場において、容易にアクセスされ、使用が単純で
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あり、かつアルゴリズムのリアルタイム適用に焦点が当てられることができる。医療ケア
アルゴリズムは、１つまたは複数の選択可能アイコンに関連付けられることができる。ユ
ーザによる選択可能アイコンのうちの少なくとも１つの選択は、コンピュータシステムに
、ユーザが選択可能アイコンを選択したことをアラートし、それに応じて、コンピュータ
システムは、選択された選択可能アイコンに関連付けられた医療ケアアルゴリズムに関し
て、医療アルゴリズムデータベースを検索し、選択された医療ケアアルゴリズムを提供し
、コンピュータシステムは、プロセッサを備え、検索は、プロセッサによって行われる。
本発明のシステムおよび方法は、選択された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を、
例えば、タッチスクリーンデバイス上に表示することができる。
【００２２】
　複数のユーザは、本発明のシステムおよび方法を使用して、医療ケアアルゴリズムにア
クセスすることができる。ユーザは、例えば、医療介護提供者であることができる。医療
介護提供者は、例えば、医師であることができる。いくつかの実施形態では、ユーザは、
対象に付き添う医療介護提供者である。本発明のユーザであり得る、医師および医療介護
提供者の非限定的実施例として、麻酔科医、肥満外科手専門医、輸血学専門医、心臓電気
生理学医、心臓外科医、心臓病専門医、認定看護アシスタント、臨床心臓電気生理学専門
医、臨床神経生理学専門医、臨床専門看護師、結腸直腸外科医、救命救急医学専門医、救
命救急外科手術専門医、歯科衛生士、歯科医、皮膚科医、緊急医療技術者、救急医学医師
、胃腸外科医、血液専門医、ホスピスケアおよび緩和医療専門医、ホメオパシー専門医、
感染症専門医、内科医、顎顔面外科医、医療アシスタント、医療審査官、臨床遺伝専門医
、腫瘍内科医、助産婦、新生児学・周産期専門医、腎臓専門医、神経科医、神経外科医、
核医療専門医、看護士、診療看護師、産科医、腫瘍学専門医、口腔外科医、歯科矯正医、
整形外科専門医、疼痛管理専門医、病理医、小児科医、潅流技師、歯周病専門医、成形外
科医、足病医、肛門病専門医、義肢専門医、精神病医、呼吸器科医、放射線科医、外科医
、胸部専門医、移植専門医、血管専門医、血管外科医、および獣医が挙げられる。医療ケ
アアルゴリズムは、同時に、複数のユーザによって閲覧され得る。
【００２３】
　医療ケアアルゴリズムは、ａ）アナフィラキシー、ｂ）挿管困難、ｃ）上心室性頻拍、
ｄ）心停止、ｅ）悪性高熱症、ｆ）低血圧ショック、またはａ）大量輸血の管理等、危機
的ケアアルゴリズムを備えていることができる。対象の状態における切迫したまたは生命
を脅かす悪化の確率が高い、１つ以上の生命に関わる器官系を急性的に損なわせる、危機
的病気または傷害に苦しむ対象は、危機的ケア対象と見なされ得る。危機的ケア対象の治
療は、複雑な対象査定、対象操作、および対象の状態のさらなる生命を脅かす悪化を防止
するための介入を伴い得る。生命に関わる器官系不全の非限定的実施例として、中枢神経
系不全、循環不全、ショック、腎臓、肝臓、代謝、および／または呼吸が挙げられる。本
発明のユーザは、複数の危機的ケアアルゴリズムにアクセスすることができる。本発明の
ユーザは、危機的ケアアルゴリズムを選択することができ、本発明のユーザは、医療ケア
アルゴリズム内に含まれる治療推奨を対象の治療に適用することができる。いくつかの実
施形態では、本発明のユーザは、緊急健康ケアサービスを対象に提供することができる。
いくつかの実施形態では、ユーザによって選択され、本発明によって提供される、医療ケ
アアルゴリズムは、外科手術手技を行うためのアルゴリズムを備えている。いくつかの実
施形態では、本発明のシステムおよび方法は、危機的ケアアルゴリズムを備えている、医
療ケアアルゴリズムを提供する。
【００２４】
　医療ケアアルゴリズムは、ａ）肺塞栓症、ｂ）気胸、ｃ）ＣＶＡ、ｄ）ＡＣＳ、ｅ）局
所麻酔剤毒性、ｆ）低酸素症、ｇ）ＯＢ中の高局所ブロック、およびｈ）気管支痙攣等の
やや危機的ケアアルゴリズムを備えていることができる。複数の臨床症例が、やや危機的
ケア症例として解釈され得る。手技を受ける対象が、例えば、危機的または安定状態にあ
ると見なされる場合でも、複数の手技がやや危機的ケア手技と見なされ得る。やや危機的
ケア手技と見なされ得、かつやや危機的ケアアルゴリズムによって支援され得る一般的手
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技は、例えば、局所麻酔剤毒性の治療および選択的電気同期性通電を含む。いくつかの実
施形態では、本発明のシステムは、医療ケアアルゴリズムとともに、関連医療媒体を表示
することができる。例えば、気管内挿管の間に使用されるビデオ喉頭鏡からのライブビデ
オが、気管内挿管を備えている、医療ケアアルゴリズムとともに表示されることができる
。ビデオ喉頭鏡からのライブビデオは、関連心臓不整脈のリアルタイム実施例を表示する
ことができる。いくつかの実施形態では、本発明のシステムおよび方法は、やや危機的ケ
アアルゴリズムを備えている、医療ケアアルゴリズムを提供する。
【００２５】
　医療ケアアルゴリズムは、小児の二次救命処置（ＰＡＬＳ）ケアアルゴリズムを備えて
いることができる。子供の管理は、多くの場合、年齢および体重特有のプロトコルに伴っ
て、異なる医療ケアアルゴリズムを要求する。例えば、乳児の呼吸率は、１分あたり約３
０～約６０呼吸数（呼吸数／分）、幼児では、約２４～約４０呼吸数／分、未就学児童で
は、約２２～約３４呼吸数／分、就学児童では、約１８～約３０呼吸数／分、および１３
歳から１９歳までの子供では、約１２～約１６呼吸数／分の範囲に及び得る。新生児～３
ヶ月齢の赤ちゃんの睡眠時心拍数は、１分あたり約８０～約１６０泊数（拍数／分）、３
ヶ月～２歳児では、約７５～約１６０拍数／分、２歳～１０歳児では、約６０～約９０拍
数／分に及び得、より年齢の高い子供の睡眠時心拍数は、約５０～約９０拍数／分に及び
得る。小児科患者の管理を促進するために、本発明の医療ケアアルゴリズムは、ＰＡＬＳ
特有のアルゴリズムを提供することができる。小児科アルゴリズムは、例えば、新生児蘇
生アルゴリズム、ＰＡＬＳ心停止アルゴリズム、ＰＡＬＳ徐脈アルゴリズム、ＰＡＬＳ頻
脈アルゴリズム、および小児科ＢＬＳアルゴリズムを含むことができる。
【００２６】
　医療ケアアルゴリズムは、非危機的ケアアルゴリズムを備えていることができる。複数
の臨床症例が、非危機的ケア症例として解釈され得る。手技は、例えば、危機的または安
定状態にあると見なされる場合でも、複数の手技が、非危機的ケア手技として解釈され得
る。非危機的ケア手技と見なされ得、かつ非危機的ケアアルゴリズムによって支援され得
る、一般的手技は、例えば、透析、高血糖症、骨密度走査、感染症の治療、頭痛治療、お
よび心臓病に関するストレス試験を含む。例えば、入院対象における高血糖症の管理は、
非危機的と見なされ得る。高血糖性対象は、糖尿病対象であり得、その治療は、事前に確
立されたインスリン送達アルゴリズムによって統制されている。本発明のユーザは、本発
明のシステムを適用し、入院高血糖性糖尿病対象の治療のための推奨とともに、標準ケア
アルゴリズムをナビゲートすることができる。本発明のユーザは、例えば、選択可能アイ
コンを選択することによって、アルゴリズムの少なくとも１つの表示される部分内に含ま
れ、例えば、対象の年齢、体重、または性別に対して個人化された、例えば、インスリン
の個人化された推奨される投薬量を読み取り、それを承認することができる。
【００２７】
　医療ケアアルゴリズムは、専門科または施設特有のアルゴリズムを備えていることがで
きる。専門科特有のアルゴリズムは、医学分野または下位分野に特有であることができる
。専門科特有の医療ケアアルゴリズムは、例えば、麻酔、心臓学、内分泌学、消化器病学
、血液学、肝臓学、腎臓学、神経学、産科学、および複数の外科手術アルゴリズムを備え
ていることができる。例えば、腎臓専門医は、血液透析を受ける対象を治療することがで
きる。腎臓専門医は、本発明のユーザであることができる。腎臓専門医は、血液透析を受
ける入院対象を治療する際の標準ケアを説明する、専門科特有の医療ケアアルゴリズムに
アクセスすることができる。腎臓専門医は、血液透析医療ケアアルゴリズムをナビゲート
することができ、腎臓専門医は、選択可能アイコンを選択することによって、専門科特有
のアルゴリズムをナビゲートする間に行われた治療決定を対象に関連付けられた電子医療
記録に組み込むことができる。いくつかの実施形態では、ユーザは、治療アルゴリズムの
ナビゲートをアップロードすることができる。本カテゴリはまた、カラーコードリスト等
の施設ベースの情報を含むことができる。
【００２８】
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　本発明のシステムはまた、一般的実践基準、施設、および手技ベースのプロトコルへの
アクセスを提供することができる。一般的実践基準、施設、および手技ベースのプロトコ
ルの実施例は、ａ）一次救命処置（ＢＬＳ）精査、ｂ）不整脈の精査、ｃ）緊急カートナ
ビゲーション情報、ｄ）プロトコルの参照、ｅ）悪性高熱症カートナビゲーション情報、
ｆ）医療の質・安全学会（ＷＨＯ）外科手術安全性チェックリストおよび実装マニュアル
、手術室火災防止アルゴリズム、およびｇ）コードシートを含む。
【００２９】
　医療ケアアルゴリズムは、対象に関連付けられた少なくとも１つのパラメータに基づい
て、対象に合わせてカスタマイズされることができる。対象に関連付けられた複数のパラ
メータは、医療ケアアルゴリズムを対象に合わせてカスタマイズするために使用されるこ
とができる。例えば、対象の体重が、医療ケアアルゴリズムにおいて、状態に関する治療
の過程として推奨される医薬品の投薬量をカスタマイズするために使用されることができ
る。薬剤に対するアレルギー反応の履歴等、対象の医療履歴が、対象の医療ケアアルゴリ
ズムをカスタマイズするために使用されることができる。
【００３０】
　本発明のシステムは、例えば、救急処置室、手術室、病院緊急カート、または救急車か
ら医療ケアアルゴリズムにアクセスするために使用されることができる。いくつかの実施
形態では、本発明のシステムは、ダウンロード可能アプリケーションであり、本発明のシ
ステムは、病院等の健康ケア施設によって所有されるコンピュータシステムにダウンロー
ドされることができる、または本発明のシステムは、医療介護提供者によって所有される
コンピュータシステムにダウンロードされることができる。アプリのコピーが、ダウンロ
ードされ、続いて、施設によって動作させられる複数のデバイス上に配置され得る。
【００３１】
　（本発明のシステム）
　本発明は、直感的、実際的、かつ容易にナビゲート可能フォーマットにおいて提示され
る、１つまたは複数の医療ケア治療アルゴリズムを提供する。ユーザは、コンピュータシ
ステムから本発明にアクセスすることができ、ユーザは、ディスプレイ内に本発明のホー
ムアイコン図１の１０１を可視化することができる。本発明のホームアイコンは、ユーザ
に、１つまたは複数の選択可能アイコンにアクセスするための選択肢を提示することがで
きる。選択可能アイコンの選択は、アルゴリズムをナビゲートするための方法として使用
されることができる。本発明のホームアイコンは、例えば、危機的１０２、やや危機的１
０３、および小児の二次救命処置（ＰＡＬＳ）１０４の医療ケアアルゴリズムを備えてい
ることができる。本発明のホームアイコンはまた、健康ケアにおける一般的実践基準およ
び施設ベースのプロトコル１０５へのアクセスをもたらすことができる。いくつかの実施
形態では、本発明の選択可能アイコンは、タッチスクリーンアイコンであることができる
。
【００３２】
　ユーザによって医療ケアアルゴリズムをナビゲートするプロセスは、ユーザがコンピュ
ータシステム（図２）から本発明のシステムにアクセスしたときに開始することができる
。ユーザは、選択可能アイコンを選択することによって、本発明のシステムにアクセスす
ることができる２０１。選択可能アイコンの選択は、例えば、クリック可能アイコンをク
リックすること、アイコンをドラッグアンドドロップすること、選択可能アイコンをスラ
イドさせること、またはコマンドに対するアイコンの音声認識によって、行われることが
できる。ユーザは、例えば、１つまたは複数の選択可能アイコンを選択することによって
、本発明のシステムをナビゲートすることができる。
【００３３】
　ユーザは、選択可能アイコンを選択することによって、アルゴリズム群、例えば、危機
的ケアアルゴリズム群を選択することができる２０２。ユーザは、選択可能アイコンを選
択することによって、危機的ケアアルゴリズム群内のアルゴリズム、例えば、低酸素症ア
ルゴリズムを選択することができる２０３。本発明のシステムは、医療ケアアルゴリズム
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にアクセスするために、健康ケア実施者によって提出される要求を受信することができ、
本発明のシステムは、ディスプレイ内に医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示す
ることができる。ユーザは、アルゴリズムを説明する１つまたは複数の選択可能アイコン
を選択することによって、低酸素症アルゴリズムをナビゲートすることができる２０４。
いくつかの実施形態では、ユーザが本発明の選択可能アイコンを選択すると、医療ケアア
ルゴリズムの少なくとも１つのステップが、医療記録内に記録される。
【００３４】
　各ステップがスキップされず完了されることを保証し、プロセスの文書を提供するため
に、チェックオフまたは承認機能が、次のステップに進むために要求されることができる
。例えば、医療ケアアルゴリズムに関連付けられたアイコンの選択は、チェックオフ機能
であることができ、アイコンを選択することは、識別された医療ケアアルゴリズムを通し
て対象の経過を追跡することができる。医療ケアアルゴリズムに関連付けられたアイコン
を選択することは、コンピュータシステムによって、電子医療記録内に記録されることが
できる。ユーザは、医師２０５であることができ、ユーザは、ユーザが本発明の選択可能
アイコンを選択すると、医療ケアアルゴリズムの少なくとも１つのステップを医療記録内
に記録することができる。加えて、本発明のシステムは対象の体重および薬物履歴等の個
人化された対象パラメータに基づいて、対象に処方されるべき、医薬品処方の投薬量を決
定することができる。ユーザは、本発明のシステム２０６を使用して、処方の要求を提出
することができる。
【００３５】
　本発明のシステムは、臨床手技に対する可聴ガイダンスを提供することができる。いく
つかの実施形態では、本発明のシステムは、医療ケアアルゴリズムの可聴ステップを読み
上げることができる。本発明のシステムは、例えば、自然言語ユーザインターフェースを
使用して、臨床医からの口頭コマンドを認識する音声認識モジュールを備えていることが
できる。臨床医は、コマンドを発話することによって、本発明の医療ケアアルゴリズムを
ナビゲートすることができ、本発明のシステムは、口頭コマンドを認識することができる
。いくつかの実施形態では、臨床医は、口頭コマンドを用いて、医療ケアアルゴリズムの
ステップを行うことを承認することができる。システムは、心肺蘇生のために要求される
ような胸部圧迫または人工呼吸のペースを可聴的にカウントすることができる。
【００３６】
　本発明のシステムは、視覚的ガイダンスを臨床手技に提供することができる。本発明の
医療ケアアルゴリズムは、例えば、対象の心拍を表示するメトロノームを伴うことができ
る。本発明の医療ケアアルゴリズムは、例えば、規定された手技を受ける対象の代表的画
像を伴うことができる。例えば、困難な挿管手技を行っている臨床医は、本発明のシステ
ムを使用して、挿管プロトコルの写真またはビデオを可視化することができる。Ｍｏｄｉ
ｆｉｅｄ　Ｇｌａｓｇｏｗ　Ｃｏｍａ　Ｓｃａｌｅに基づいて、子供の最良運動応答を決
定する臨床医は、類似スケールに基づいてスコア化される運動応答の範囲とともに、子供
の基準画像またはビデオを可視化することが有用であることを見出すことができる。臨床
医は、説明される治療の代表的画像で補足される、本発明の医療ケアアルゴリズムをナビ
ゲートすることができる。
【００３７】
　本発明のシステムは、手術室、救急処置室、または病院の緊急カートからアクセスされ
ることができる。本発明のシステムはまた、対象のケアにおいて講じられる措置、処方さ
れる薬剤、および／または投与される薬剤の文書を提供することができる。本発明のシス
テムは、電子医療記録または薬局医療記録とインターフェースをとり、治療の記録を提供
することができる。本システムは、承認された事象の電子健康記録（ＥＨＲ）を提供する
ことができる。
【００３８】
　本発明のシステムによって提供される電子健康記録は、例えば、医療治療コードで注記
されることができる。医療治療コードは、ＩＣＤ（国際疾病分類）コード、ＣＰＴ（医師
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診療行為用語）コード、全米医薬品（ＮＤＣ）コード、ＤＳＭ－ＩＶ－ＴＲコード等の精
神病コード、診断別分類（ＤＲＧ）コード、ＩＣＦ（国際生活機能分類）コード等の身体
障害コード、ＨＣＰＣＳ（保険請求に使用する医療行為・サービスのコード集）コード、
メディケア特有のコード、メディケイド特有のコード、あるいは保険特有のコードまたは
病院特有のコード等、群または病院に特有のコードを含むことができる。本発明のシステ
ムは、例えば、処方箋を電子的に薬局に伝送し、処方された薬剤をＩＣＤコード、ＮＤＣ
コード、または両方に関連付けることができる。
【００３９】
　（電子健康記録（ＥＨＲ）へのインターフェース）
　本発明は、医療ケアアルゴリズムをユーザに提供するためのシステムおよび方法に関す
る。ユーザは、医療介護提供者であることができる。医療介護提供者は、例えば、外科医
であることができる。外科医は、コンピュータシステム上の、対象の治療に関連する医療
ケアアルゴリズムにアクセスすることができ、外科医は、外科医が、医療ケアアルゴリズ
ムを読み取ること、それを承認すること、および、それをナビゲートする場合、複数の選
択可能アイコンを選択することができる。
【００４０】
　外科医は、危機的ケア、やや危機的ケア、および非危機的ケア対象に対処することがで
きる。外科医は、危機的ケア、やや危機的ケア、および非危機的医療ケアアルゴリズムを
ナビゲートし、対象のケアを支援することができる。外科医は、ある分野の専門医である
ことができ、例えば、外科医は、心臓外科医または神経外科医であることができる。外科
医は、心血管外科手術ベース等の専門科特有のアルゴリズムをナビゲートし、対象のケア
を支援することができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、医療ケアアルゴリズム管理システムはさらに、ユーザが選択
された医療ケアアルゴリズムをナビゲートする間、医療情報を電子医療記録内に組み込む
ための方法を提供する。例えば、ユーザは、コンピュータシステム上の少なくとも１つの
選択可能アイコンを選択することによって、対象に関連付けられた医療ケアアルゴリズム
をナビゲートすることができ、コンピュータシステムは、プロセスの電子医療記録を提供
することができる。ユーザは、対象の主治医であることができ、本発明のシステムおよび
方法は、医師によってナビゲートされた危機的ケアアルゴリズムのステップを対象に関連
付けられた医療記録に関連付けることができる。医師が、選択されたアルゴリズム内の選
択可能アイコンのうちの少なくとも１つを選択することによって、アルゴリズムをナビゲ
ートするにつれて、ＥＨＲ記録が、生成および提供されることができる。いくつかの実施
形態では、経過が、ユーザが本発明によって提供されるアルゴリズムをナビゲートするに
つれて、電子医療記録内に記録される。ＥＨＲは、本発明のソフトウェアと同一コンピュ
ータシステムまたは別のコンピュータ上にホストされることができる。
【００４２】
　電子医療記録は、対象の医療情報を説明する、１つの文書または文書の編集を備えてい
ることができる。電子医療記録は、ある期間にわたる完全医療履歴および対象のケアを備
えていることができるか、または、電子医療記録は、対象の医療履歴における単一事象を
備えていることができる。電子医療記録は、主要および軽微疾患、外科手術履歴、産科履
歴、薬剤および医療アレルギー、家族履歴、社会履歴、習慣、免疫感作履歴、成長および
発展履歴を説明することができる。
【００４３】
　対象の電子医療記録は、誕生以来対象に起こったことの医療履歴に言及することができ
る。例えば、医療履歴は、疾患、主要および軽微な病気、および／または成長上の顕著な
出来事の記録であることができる。電子医療記録は、主病状、本病気の履歴、物理的検査
、臨床症例の査定、および状態を治療するために提案された措置過程を説明することがで
きる。
【００４４】
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　対象の電子医療記録は、外科手術履歴を備えていることができる。外科手術履歴は、対
象に行われた外科手術、例えば、手術日、手術報告、および／または外科医が行わったこ
との詳細な説明を説明することができる。いくつかの実施形態では、本発明は、医療ケア
アルゴリズムをユーザに提供するためのシステムおよび方法を備え、医療ケアアルゴリズ
ムは、外科手術手技を備えている。
【００４５】
　薬局医療記録（ＰＭＲ）は、対象の薬理学的履歴に関わる記録に関することができる。
薬局医療記録は、電子的に提供されることができる。対象の薬理学的履歴は、対象の処方
履歴、現在の処方投薬計画、および副作用情報、例えば、投薬量情報、対象が処方箋に従
って服用している時間長、および対象の現在の処方投薬計画を用いて負の副作用を生じさ
せることが分かっている他の薬物を備えていることができる。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、本発明のシステムは、エンコードされたコンピュータ実行可
能コードを有するコンピュータ読み取り可能な媒体を備えているコンピュータプログラム
製品を備え、コンピュータ実行可能コードは、医療ケアアルゴリズムをユーザに提供する
方法製品を実装ために実行されるように適合され、方法は、医療ケアアルゴリズム管理シ
ステムを提供することであって、医療ケアアルゴリズム管理システムは、ディスプレイモ
ジュール、検出モジュール、検索モジュール、および出力モジュールを備えている、こと
を含む。いくつかの実施形態では、システムはさらに、医薬品調合機械へのインターフェ
ースを提供する。いくつかの実施形態では、システムはさらに、薬局へのインターフェー
スを提供する。いくつかの実施形態では、システムは、薬調合機械または薬局とインター
フェースをとることによって、薬局医療記録を提供することができる。
【００４７】
　本発明のシステム、ＥＨＲシステム、および薬調合機械間の通信は、例えば、有線、Ｗ
ｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）
、リアルタイムストリーミングプロトコル（ＲＴＳＰ）、リアルタイムトランスポートプ
ロトコル（ＲＴＰ）、リアルタイムトランスポート制御プロトコル（ＲＴＣＰ）、適応ビ
ットレートストリーミング、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、およびＩＥＥＥ準拠プロト
コルを含む、複数の通信プロトコルに従って発生することができる。いくつかの実施形態
では、医療介護提供者は、本発明のシステムを使用して、処方要求を薬調合機械に提出す
ることができる。いくつかの実施形態では、本発明のシステムおよび薬調合機械は、同一
ハードウェアプラットフォームを共有することができる。
【００４８】
　本発明のシステムおよび方法は、対象への医薬品または治療介入の投与および送達を文
書化することができる。本発明によって提供される医療記録は、タイムスタンプに関連付
けられることができる。タイムスタンプは、医薬品または治療介入が対象に投与された年
、月、日、時、分、秒を示すことができる。タイムスタンプは、対象の治療に関連する商
標名、一般名、投薬量、および投与される治療投薬計画を示すことができる。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、医療ケアアルゴリズム管理システムはさらに、ナビゲーショ
ンモジュールを備え、ナビゲーションモジュールは、認識および／または承認アイコンを
備え、ナビゲーションモジュールはさらに、承認アイコンが選択されたことを検出する後
続ステップを表示する。いくつかの実施形態では、承認アイコンの選択は、対象の治療の
完了に関連付けられた電子医療記録を提供することができる。いくつかの実施形態では、
承認アイコンの選択は、ユーザがアルゴリズムにアクセスしたことを示す、電子医療記録
を提供することができる。
【００５０】
　電子医療記録（ＥＭＲ）は、対象が患者である、対象の医師、臨床医、保険会社、病院
、および／または他の施設によって得られ、記憶される、記録に関することができる。い
くつかの実施形態では、医療介護提供者は、医師、歯科医、検眼医、療法士、カイロプラ



(17) JP 2016-518645 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

クタ、および健康ケアサービスを対象に提供する任意の者を含むことができる。電子医療
記録（ＥＭＲ）は、例えば、ＣＡＴ走査、ＭＲＩ、超音波、血糖値、診断、アレルギー、
実験試験結果、ＥＫＧ、薬剤、毎日のカルテ記入、薬剤投与、物理的査定、入院時看護診
療記録、看護ケア計画、診療情報提供書、現在および過去の症状、医療履歴、生活様式、
物理的検査結果、試験、手技、治療、薬剤、退院、履歴、日誌、問題、所見、免疫感作、
入院時診療記録、現在の医療サービス記録、経過記録、術前記録、手術記録、術後記録、
手技記録、引き渡し記録、および退院記録を備えていることができる。
【００５１】
　本発明のシステムまたは方法によって提供される医療記録は、自己充足型または自立型
電子医療記録として機能することができる。本発明のシステムおよび方法によって提供さ
れる医療記録は、市販の電子医療記録システムと適合性があり、容易にインターフェース
がとられることができる。本発明のシステムまたは方法によって提供される医療記録は、
対象の既存の電子医療記録または非電子医療記録と統合されることができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、医療記録の専門家精査のデータ配信は、医療保険の相互運用
性と説明責任に関する法令（ＨＩＰＡＡ）基準に準拠する。
【００５３】
　本発明のシステムおよび方法は、医療ケアアルゴリズム管理システムを提供し、医療ケ
アアルゴリズム管理システムは、ディスプレイモジュールと、検出モジュールと、検索モ
ジュールと、出力モジュールとを備えている。モジュールは、少なくとも１つの識別され
た危機的ケアアルゴリズム、やや危機的ケアアルゴリズム、非危機的ケアアルゴリズム、
または専門科特有のアルゴリズムを表示、検出、検索、および出力することができる。い
くつかの実施形態では、アルゴリズムは、分岐されたアルゴリズムであることができる。
本発明のシステムおよび方法は、複数の分岐アイコンを表示することができ、各分岐アイ
コンは、独立して、識別された医療ケアアルゴリズムの異なる分岐に関連付けられる。
【００５４】
　対象の電子医療記録に関連付けられた医療媒体は、本発明によって識別される医療ケア
アルゴリズムとともに表示されることができる。主治医、専門医、看護士、および専門医
学実習生を含む、医療介護提供者は、医療ケアアルゴリズムとともに、本発明のシステム
によって表示される医療媒体へのアクセスを有することができる。対象の医療記録に関連
付けられた個人化された医療情報もまた、本発明によって識別された医療ケアアルゴリズ
ムとともに表示されることができる。いくつかの実施形態では、医療ケアアルゴリズムは
、対象に関連付けられた個々のパラメータに基づいて、カスタマイズされる。いくつかの
実施形態では、治療される対象に関連付けられたパラメータは、治療される対象の体重を
備えている。いくつかの実施形態では、治療される対象に関連付けられたパラメータは、
治療される対象の年齢を備えている。いくつかの実施形態では、治療される対象に関連付
けられたパラメータは、治療される対象の性別を備えている。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、医療介護提供者による対象の治療を支援するため
に、医療ケアアルゴリズム内の推奨にアクセスするためのシステムおよび方法を備えてい
る。いくつかの実施形態では、医療ケアアルゴリズムはさらに、医療撮像モジュールを備
えている。医療撮像モジュールは、例えば、医師、看護士、および専門医の、対象の医療
記録に関連付けられた医療画像へのリアルタイムでのアクセスを提供することができる。
医療媒体モジュール内の医療媒体は、医療媒体の既存の読み取りまたは解釈を詳述する、
少なくとも１つのテキスト説明に関連付けられることができる。医療画像は、医療媒体の
任意の以前の読み取りまたは解釈から派生されることができる。医療媒体は、例えば、危
機的ケア、医療手技、または外科手術技法における対象の心電図のリアルタイム媒体可視
化であることができる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、システムはさらに、記録モジュールへのインターフェースを
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提供する。いくつかの実施形態では、記録モジュールは、対象を治療するときにユーザが
医療ケアアルゴリズムをナビゲートしたことを示す、電子医療記録を提供する。システム
のユーザは、例えば、治療される対象に関連付けられた少なくとも１つのパラメータを記
録モジュール内に記録することができる。いくつかの実施形態では、本発明のユーザは、
治療される対象に関連付けられた記録された少なくとも１つのパラメータに基づいて、処
方要求を薬調合機械に提出することができる。いくつかの実施形態では、本発明のユーザ
は、治療される対象に関連付けられた記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬局
に提出することができる。本発明のシステムは、例えば、タイムスタンプを要求に関連付
けることができる。
【００５７】
　これは、ひいては、Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｓｙｓｔｅｍとしても知られる、より大き
い電子健康記録システムとインターフェースがとられ得る。事象から生成されるデータは
、２つのシステム間で共有され得る。
【００５８】
　（治療介入）
　本発明は、医療ケアアルゴリズムにアクセスし、それを読み出し、カスタマイズし、記
録し、ナビゲートするためのシステムおよび方法を提供する。いくつかの実施形態では、
本発明は、対象のための治療介入を命令するシステムおよび方法を提供する。いくつかの
実施形態では、提案される治療介入は、対象に関連付けられた特定のパラメータに合わせ
てカスタマイズされる。例えば、治療介入の投薬量は、対象の体重に合わせてカスタマイ
ズされることができる。薬剤のタイプ、例えば、小児科または成人薬剤が、対象の年齢に
合わせてカスタマイズされることができる。ある介入、例えば、エストロゲンまたはテス
トステロン投与を処方する介入が、対象の性別に合わせてカスタマイズされることができ
る。
【００５９】
　治療介入は、例えば、対象への医薬品の投与であることができる。治療介入は、例えば
、外科手術に先立った抗生物質の予防投与等、手技における防止ステップであることがで
きる。治療介入は、例えば、心臓病を患う患者へのβ遮断薬の投与等、介入における改善
ステップであることができる。治療介入は、医療ケアアルゴリズムのナビゲーションと併
せて、対象に提案されることができる。例えば、治療介入は、ＣＰＲまたはショック電気
療法であることができる。
【００６０】
　（コンピュータアーキテクチャ）
　種々のコンピュータアーキテクチャは、本発明とともに使用するために好適である。図
３は、本発明の例示的実施形態に関連して使用することができる、コンピュータシステム
３００の第１の例示的アーキテクチャを図示する、ブロック図である。図３で描写される
ように、例示的コンピュータシステムは、命令を処理するためのプロセッサ３０２を含む
ことができる。プロセッサの非限定的実施例は、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ７ＴＭプロセ
ッサ、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ５ＴＭプロセッサ、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ３ＴＭプ
ロセッサ、Ｉｎｔｅｌ　ＸｅｏｎＴＭプロセッサ、ＡＭＤ　ＯｐｔｅｒｏｎＴＭプロセッ
サ、Ｓａｍｓｕｎｇ　３２ビットＲＩＳＣ　ＡＲＭ　１１７６ＪＺ（Ｆ）－Ｓ　ｖ１．０
ＴＭプロセッサ、ＡＲＭ　Ｃｏｒｔｅｘ－Ａ８　Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｓ５ＰＣ１００ＴＭプ
ロセッサ、ＡＲＭ　Ｃｏｒｔｅｘ－Ａ８　Ａｐｐｌｅ　Ａ４ＴＭプロセッサ、Ｍａｒｖｅ
ｌｌ　ＰＸＡ　９３０ＴＭプロセッサ、または機能的に同等のプロセッサを含む。複数の
実行のスレッドを並列処理に使用することができる。いくつかの実施形態では、単一のコ
ンピュータシステム内であろうと、クラスタ内であろうと、または複数のコンピュータ、
携帯電話、および／または携帯用情報端末を備えているネットワークを経由してシステム
にわたって分配されようと、複数のプロセッサ、または複数のコアを伴うプロセッサを使
用することができる。
【００６１】
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　図３で図示されるように、プロセッサ３０２によって最近使用された、または頻繁に使
用される、命令またはデータのための高速メモリを提供するように、高速キャッシュ３０
１を、プロセッサ３０２に接続するか、またはそれに組み込むことができる。プロセッサ
３０２は、プロセッサバス３０５によって、ノースブリッジ３０６に接続される。ノース
ブリッジ３０６は、メモリバス３０４によってランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３０３
に接続され、プロセッサ３０２によるＲＡＭ３０３へのアクセスを管理する。ノースブリ
ッジ３０６はまた、チップセットバス３０７によってサウスブリッジ３０８に接続される
。サウスブリッジ３０８は、順に、周辺機器用バス３０９に接続される。周辺機器用バス
は、例えば、ＰＣＩ、ＰＣＩ－Ｘ、ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、または他の周辺機器用バス
であり得る。ノースブリッジおよびサウスブリッジは、多くの場合、プロセッサチップセ
ットと称され、プロセッサ、ＲＡＭ、および周辺機器用バス３０９上の周辺構成要素間の
データ転送を管理する。いくつかのアーキテクチャでは、別個のノースブリッジチップを
使用する代わりに、ノースブリッジの機能性をプロセッサに組み込むことができる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、システム３００は、周辺機器用バス３０９に取り付けられた
アクセラレータカード３１２を含むことができる。アクセラレータは、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、またはある処理を加速するための他のハードウェア
を含むことができる。
【００６３】
　ソフトウェアおよびデータは、外部記憶装置３１３に記憶され、プロセッサによる使用
のために、ＲＡＭ３０３および／またはキャッシュ３０１にロードすることができる。シ
ステム３００は、システムリソースを管理するためのオペレーティングシステムを含み、
オペレーティングシステムの非限定的実施例は、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）、ＭＡＣＯＳＴＭ、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ　ＯＳＴＭ、ｉＯＳＴＭ、Ｇｏ
ｏｇｌｅ　Ｊｅｌｌｙ　Ｂｅａｎおよび他の機能的に同等なオペレーティングシステム、
ならびにオペレーティングシステムの上で作動するアプリケーションソフトウェアを含む
。
【００６４】
　本実施例では、システム３００はまた、ネットワークアタッチトストレージ（ＮＡＳ）
および分散型並列処理に使用することができる他のコンピュータシステム等の外部記憶装
置にネットワークインターフェースを提供するための周辺機器用バスに接続されたネット
ワークインタフェースカード（ＮＩＣ）３１０および３１１も含む。
【００６５】
　図４は、複数のコンピュータシステム４０２ａおよび４０２ｂ、複数の携帯電話および
携帯用情報端末４０２ｃ、ならびにネットワークアタッチトストレージ（ＮＡＳ）４０１
ａおよび４０１ｂとともに、ネットワーク４００を示す略図である。いくつかの実施形態
では、システム４０２ａ、４０２ｂ、および４０２ｃは、データ記憶を管理し、ネットワ
ークアタッチトストレージ（ＮＡＳ）４０１ａおよび４０２ｂに記憶されたデータのため
にデータアクセスを最適化することができる。数学的モデルをデータに使用し、コンピュ
ータシステム４０２ａおよび４０２ｂ、ならびに携帯電話および携帯用情報端末システム
４０２ｃにわたって分散型並列処理を使用して評価することができる。コンピュータシス
テム４０２ａおよび４０２ｂ、ならびに携帯電話および携帯用情報端末システム４０２ｃ
はまた、ネットワークアタッチトストレージ（ＮＡＳ）４０１ａおよび４０１ｂに記憶さ
れたデータの適応データ再構成のための並列処理を提供することもできる。図４は、実施
例のみを図示し、多種多様の他のコンピュータアーキテクチャおよびシステムを、本発明
の種々の実施形態と併せて使用することができる。例えば、並列処理を提供するために、
ブレードサーバを使用することができる。並列処理を提供するように、バックプレーンを
通してプロセッサブレードを接続することができる。記憶装置もまた、バックプレーンに
、または別個のネットワークインターフェースを通してネットワークアタッチトストレー
ジ（ＮＡＳ）として接続することができる。
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【００６６】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、別個のメモリ空間を維持し、他のプロセッサ
による並列処理のために、ネットワークインターフェース、バックプレーン、または他の
コネクタを通してデータを伝送することができる。いくつかの実施形態では、プロセッサ
のうちのいくつかまたは全ては、共有仮想アドレスメモリ空間を使用することができる。
【００６７】
　図５は、共有仮想アドレスメモリ空間を使用する、マルチプロセッサコンピュータシス
テムのブロック図である。本システムは、共有メモリサブシステム５０２にアクセスする
ことができる、複数のプロセッサ５０１ａ－ｆを含む。本システムは、複数のプログラマ
ブルハードウェアメモリアルゴリズムプロセッサ（ＭＡＰ）５０３ａ－ｆをメモリサブシ
ステム５０２に組み込む。各ＭＡＰ５０３ａ－ｆは、メモリ５０４ａ－ｆと、１つ以上の
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）５０５ａ－ｆとを備えていることが
できる。ＭＡＰは、構成可能な機能ユニットを提供し、特定のアルゴリズムまたはアルゴ
リズムの部分を、それぞれのプロセッサと密接に協調して処理するためにＦＰＧＡ５０５
ａ－ｆに提供することができる。本実施例では、各ＭＡＰは、これらの目的でプロセッサ
の全てによって大域的にアクセス可能である。１つの構成では、各ＭＡＰは、関連メモリ
５０４ａ－ｆにアクセスするためにダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）を使用すること
ができ、それぞれのマイクロプロセッサ５０１ａ－ｆから独立し、かつそれらとは非同期
的に、タスクを実行することを可能にする。この構成では、ＭＡＰは、アルゴリズムのパ
イプライン化および並列実行のために、結果を別のＭＡＰに直接供給することができる。
【００６８】
　上記のコンピュータアーキテクチャおよびシステムは実施例にすぎず、一般プロセッサ
、コプロセッサ、ＦＰＧＡおよび他のプログラマブル論理デバイス、システムオンチップ
（ＳＯＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ならびに他の処理および論理要素の任
意の組み合わせを使用するシステムを含む、多種多様の他のコンピュータ、携帯電話、お
よび携帯用情報端末アーキテクチャおよびシステムを、例示的実施形態に関連して使用す
ることができる。ランダムアクセスメモリ、ハードドライブ、フラッシュメモリ、テープ
ドライブ、ディスクアレイ、ネットワークアタッチトストレージ（ＮＡＳ）、ならびに他
のローカルまたは分散型データ記憶デバイスおよびシステムを含む、任意の種々のデータ
記憶媒体を、例示的実施形態に関連して使用することができる。
【００６９】
　例示的実施形態では、コンピュータシステムは、上記または他のコンピュータアーキテ
クチャおよびシステムのうちのいずれかで実行する、ソフトウェアモジュールを使用して
実装することができる。他の実施形態では、システムの機能は、部分的または完全に、フ
ァームウェア、図５で参照されるようなフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）等のプログラマブル論理デバイス、システムオンチップ（ＳＯＣ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、または他の処理および論理要素で実装することができる。例えば、
図３で図示されるアクセラレータカード３１２等のハードウェアアクセラレータカードの
使用を通したハードウェア加速を伴って、セットプロセッサおよびオプティマイザを実装
することができる。
【００７０】
　（本発明の製品）
　いくつかの実施形態では、本明細書に説明される本発明は、医療ケアアルゴリズムへの
アクセスを提供するように適合される、コンピュータプログラム製品を備えている。本発
明の製品は、医療ケアアルゴリズムであることができる。医療ケアアルゴリズムは、例え
ば、アルゴリズムのユーザと同一国を含む、地理的場所において生産および／または伝送
されることができる。医療ケアアルゴリズムは、例えば、ある国内の地理的場所から生産
および／または伝送されることができ、アルゴリズムのユーザは、異なる国に存在するこ
とができる。いくつかの実施形態では、本発明の製品は、ユーザによってアクセスおよび
ナビゲートされ得る、医療ケアアルゴリズムを備えている、コンピュータプログラムデー
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タ製品である。いくつかの実施形態では、本発明のシステムによってアクセスされるデー
タは、複数の地理的場所６０１のうちの１つからユーザ６０２に伝送され得る、コンピュ
ータプログラム製品である（図６）。医療ケアアルゴリズムからのデータは、例えば、ネ
ットワーク、セキュアネットワーク、非セキュアネットワーク、インターネット、または
イントラネットによって、複数の地理的場所間で伝送されることができる。いくつかの実
施形態では、医療ケアアルゴリズムは、物理的および有形製品である。
【００７１】
　（実施例）
　（実施例１）医師が、危機的状態における対象の治療を支援するための本発明のシステ
ムおよび方法を利用する
　対象が、病院に搬送される。対象は、１００拍数／分を上回るパルスレートを有し、少
なくとも連続３回の不規則心拍を伴う。対象は主治医によって、心室性頻拍であると診断
される。主治医は、手術室内のタッチスクリーンモニタから本発明のシステムにアクセス
する。主治医は、本発明のホームアイコン１０１を選択する。主治医は、危機的ケア選択
可能アイコン１０２を選択する。主治医は、複数の危機的ケアアルゴリズムを備えている
群から、心室性頻拍アルゴリズム（図７、７０１）を探す。主治医は、心室性頻拍アルゴ
リズムを備えている選択可能アイコンを選択する。
【００７２】
　主治医は、対象に対処する際に行われる治療決定を支援する、情報を探す。主治医は、
タッチスクリーンモニタ内の心室性頻拍アルゴリズムの少なくとも一部を可視化する。主
治医は、ホームアイコンに戻る７０２ことができ、主治医は、ナビゲートしているアルゴ
リズムのタイプ、この場合、危機的ケアアルゴリズム７０３を可視化することができる。
【００７３】
　主治医は、対象評価７０５の間、講じられるべき措置を可視化する。例えば、心室性頻
拍アルゴリズム７０１は、主治医が対象の気道および血管アクセスを確保および検証する
ことを提案する、推奨を表示することができる。主治医は、対象に対処する主治医または
治療を行う臨床チームの任意のメンバーのいずれかによって行われた前のステップ７０４
を可視化することができる。主治医は、治療の過程の間に講じられるべき措置７０６を可
視化することができる。加えて、主治医は、それぞれ、治療されている対象および心室性
頻拍診断に関連付けられる、リアルタイム関連医療媒体７０７と、可能性として考えられ
る寄与要因７０８とを可視化することができる。
【００７４】
　主治医が、心室性頻拍アルゴリズム７０１をナビゲートする場合、医師は、心室性頻拍
アルゴリズムの少なくともステップ７０６または少なくとも分岐７０６を可視化する。主
治医はまた、アルゴリズムの分岐された配列（図８、８０１）のフル画面可視化を支援す
る、アイコンを選択することができる。医師が、本発明のシステムを用いて、心室性頻拍
アルゴリズムをナビゲートする場合、アルゴリズム８０１の分岐またはスクロール配列の
少なくとも１つのステップが、措置７０６ウィンドウ内に表示される。
【００７５】
　主治医は、最初に、必要に応じて、対象呼吸を補助することを推奨するステップ８０２
と、その後、血圧を計り、ＩＶラインをつなぎ、対象を心臓モニタに接続することの推奨
とを可視化する８０３。医師は、深刻な兆候または症状に関して臨床症例を評価するよう
に促される８０４。医師は、関連医療媒体７０７および他の情報を参照し、決定を行う。
医師は、対象が安定８０５または不安定８１５であるかどうかを尋ねる、措置７０６ウィ
ンドウ内に表示される選択可能アイコンを選択するように促される。
【００７６】
　対象が安定８０５している場合、医師は、アルゴリズムの安定８０５分岐内の推奨に従
うように促される。推奨される措置の過程のうちのいくつかは、医師がＱＲＳタイプを決
定するように促し得る８０６。ＱＲＳが単源性ＱＲＳタイプ８０７である場合、主治医は
、対象が、１０分の時間過程にわたって与えられ、２回繰り返される、１５０ｍｇのアミ
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オダロン、または２０ｍｇ／分のプロカインアミドを用いて治療される８０８かどうかを
決定するように促され得る。医師はさらに、処方箋を記入するための主治医による要求を
認定薬調合機械に伝送する、本発明のインターフェースと相互作用することができる。医
師は、心室性頻拍が持続する場合、同期性通電を検討する８０９ように促され得る。全ス
テップは、本発明の措置７０６ウィンドウ内において、またはフルウィンドウ分岐アルゴ
リズム８０１として、可視化されることができる。
【００７７】
　対象が安定８０５しているが、対象のＱＲＳタイプが、多源性８１０である場合、主治
医は、アルゴリズムの異なる分岐からの推奨に従うように促され得る。主治医は、専門家
８１１、例えば、心臓病専門医専門医による対象に関する助言を要求するように促され得
る。主治医は、マグネシウムまたは電解質レベルを補正するように促され得８１２、主治
医は、対象に個人化された医薬品介入を検討するように促され得る８１３。医薬品介入の
量および処方される投薬量は、本発明のシステムおよび方法によって、体重、年齢、およ
び性別等の対象特有の基準に個人化されることができる８１３。医師は、心室性頻拍が持
続する場合、同期性通電を検討するように促され得る８１４。それらのステップは全て、
個々に、本発明の措置７０６ウィンドウ内に、またはフルビューウィンドウ分岐アルゴリ
ズム８０１として、可視化されることができる。
【００７８】
　対象が不安定８１５である場合、医師は、アルゴリズムの不安定８１５分岐内の推奨に
従うように促される。主治医は、対象を沈静化するように促され得８１６、主治医は、Ｑ
ＲＳタイプが多源性である場合、非同期ショックを行うように促され得る８１７。主治医
は、対象に同期性通電するように促され得る８１８。同期性通電に使用される電圧の推奨
される強度８１８は、本発明のシステムおよび方法によって、体重、年齢、および性別等
の対象特有の基準に個人化されることができる。主治医は、１５０ｍｇのアミオダロン等
の医薬品の所与の投薬量を対象に処方するように促され得る８１９。医薬品介入の量およ
び処方される投薬量８１９は、本発明のシステムおよび方法によって、体重、年齢、およ
び性別等の対象特有の基準に個人化されることができる。医師は、心室性頻拍が持続する
場合、より高い電圧の同期性通電を検討する８２０ように促され得る。全ステップは、本
発明の措置７０６ウィンドウ内において、またはフルウィンドウ分岐アルゴリズム８０１
として可視化されることができる。
【００７９】
　主治医によって追求される危機的ケアアルゴリズムの全ステップは、対象に関連付けら
れた電子医療記録に保存されることができる。主治医は、対象を治療する際に選択可能ア
イコンを選択することによって、心室性頻拍アルゴリズムによって提供される推奨を追求
することを承認することができる。全情報は、対象に関連付けられた電子医療記録または
薬局医療記録に保存されることができる。
【００８０】
　（実施例２）医療ケアチームのメンバーが、対象の緊急ケアを支援するための本発明の
システムおよび方法を利用する
　対象が、交通事故後、病院に搬送される。対象は、危機的状態にあり、対象は、全身麻
酔下に置かれている。対象は、悪性高熱症を発病しており、通常、全身麻酔のために使用
されるある薬物への暴露によって誘発される、稀な命を脅かす状態にある。悪性高熱症は
、稀な状態であるため、主治医および救急処置室内の病院スタッフは、最近見直しを行っ
ておらず、悪性高熱症医療ケアアルゴリズムにおけるステップを思い出せない。
【００８１】
　患者に対処する医療チームのメンバーは、救急処置室内のタッチスクリーンモニタから
本発明のシステムにアクセスする。医療チームのメンバーは、本発明のホームアイコン１
０１を選択する。医療チームのメンバーは、危機的ケア選択可能アイコン１０２を選択す
る。医療チームのメンバーは、複数の危機的ケアアルゴリズムを備えている群から、悪性
高熱症アルゴリズム（図９、９０１）を探す。医療チームのメンバーは、悪性高熱症アル
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ゴリズムを備えている選択可能アイコンを選択する。
【００８２】
　医療チームのメンバーは、悪性高熱症アルゴリズムにアクセスし、タッチスクリーンモ
ニタ内の悪性高熱症アルゴリズムの少なくとも一部を可視化する。医療チームのメンバー
は、アルゴリズムのステップをチームに読み上げる。「悪性高熱症の疑い９０２に応じて
、以下の即時ステップを講じるべき９０３である。すなわち、誘発剤を停止し、吸入器を
除去し、分時換気量を倍にし、高新鮮ガス量を伴うＦｉＯ２１．０を開始し、患者に、オ
ピオイド、ベンゾジアゼピンを開始し、ダントロレンを調製し、血液サンプルを採取する
。二次手段９０４として、監視を延長し、利尿を増加させ、術後集中治療室を準備すべき
である。代謝亢進９０６等の他の深刻な兆候または症状が存在する９０５かどうかをチェ
ックし、はい９０７の場合、患者に、静脈内ボーラスとして、２．５ｍｇ／ｋｇのダント
ロレンを開始し、いいえ９０９である場合、ダントロレンを調製すべきではない」。
【００８３】
　（実施例３）看護士が、本発明のシステムおよび方法を利用して、実践的ガイドライン
および施設ベースのプロトコルを精査する
　看護士は、対象に対処する際に行われた治療決定を支援する、情報を探す。看護士は、
病院内のタッチスクリーンデバイスから本発明にアクセスする。看護士は、本発明のホー
ムアイコン図１を選択し、実践的ガイドラインおよび施設ベースのプロトコル１０５を選
択する。看護士は、複数の独立した選択可能アイコン（図１０、１００１）を可視化する
。看護士は、ＨＴＮ発症１００３、気管支痙攣１００４、肺塞栓症１００５、ショック１
００７、頻脈１００８、虚血１００９、局所分析１０１０、および複数の他のアルゴリズ
ムへの選択可能リンク１００６を含む、非危機的１００２医療ケアアルゴリズムを説明す
る、アイコンを精査する。看護士は、虚血選択可能アイコンを選択し、看護士は、虚血医
療ケアアルゴリズムを精査する。
【００８４】
　（実施例４）医学生が、本発明のシステムおよび方法を利用して、実践的ガイドライン
および施設ベースのプロトコルを精査する
　医学生が、医療学習プロセスを支援する、情報を探す。医学生は、ｉＰａｄＴＭ等の個
人所有のタッチスクリーンデバイスから、本発明にアクセスする。医学生は、本発明のホ
ームアイコン図１を選択し、本発明のホームアイコン内の実践的パラメータ選択可能アイ
コン１０５を選択する。医学生は、複数の独立した選択可能アイコン図１１、１１０１を
可視化する。医学生は、除細動１１０３、吸引１１０４、気胸１１０５、浮腫１１０６、
薬物誤用１１０７、不整脈１１０８、および複数の他のアルゴリズムへの選択可能リンク
１１０９を含む、実践的パラメータ１１０２医療ケアアルゴリズムを説明するアイコンを
精査する。医学生は、吸引選択可能アイコンを選択し、吸引医療ケアアルゴリズムを精査
する。
【００８５】
　（実施例５）小児科医が、本発明のシステムおよび方法を利用して、小児の二次救命処
置（ＰＡＬＳ）アルゴリズムにアクセスする
　小児科医が、見掛け心停止に苦しむ４歳児に対処するように要請される。小児科医は、
救命チームが子供にＣＰＲを開始したばかりの部屋に入室する。小児科医は、心停止の原
因を迅速に識別し、子供を治療しなければならない。子供では、心停止は、通常、主要心
臓原因からは生じない。むしろ、子供の心停止の機構は、典型的には、進行性呼吸不全ま
たはショック（仮死性心停止とも呼ばれる）あるいは心室細動（ＶＦ）／無脈性心室性頻
拍（ＶＴ）を伴う。小児科医は、診断に確証がなく、小児科医は、可能性として考えられ
る異なる診断の識別を所望する。
【００８６】
　小児科医は、タブレットデバイスのタッチスクリーンから本発明のシステムにアクセス
する。ＣＰＲを行うことに加え、医療チームは、酸素を提供し、子供をモニタおよび除細
動器に接続する。小児科医は、本発明のホームアイコン１０１を選択する。小児科医は、
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小児の二次救命処置選択可能アイコン１０４を選択する。小児科医は、小児科心停止アル
ゴリズムを選択する。本発明のシステムは、可能な異なる診断を伴うリストを提供する。
小児科心停止は、多くの場合、仮死性心停止としても知られる、進行性呼吸不全またはシ
ョックから生じる。仮死は、全身性低酸素血症、高炭酸ガス血症、およびアシドーシスの
さまざまな時期から開始し、徐脈および低血圧症に進行し、心停止に達する。小児科心停
止の別の原因は、心室細動（ＶＦ）または無脈性心室性頻拍（ＶＴ）である。小児科医は
、心停止の根本原因を識別することを所望し、小児科医は、本子供を治療する際の次のス
テップとして何を行うべきかを知ることを所望する。
【００８７】
　本発明のシステムは、医師が正しい質問を尋ね、容認可能標準ケア治療を提供するよう
に促すことによって、先を見越して、小児科医を正しい診断に向かって誘導する。臨床医
は、ＥＣＧ律動によって決定されるように、心停止を「ショック性」対「非ショック性」
に分類する。本発明のシステムは、小児科医が、小児科心停止アルゴリズムをナビゲート
し、最初に、「律動ショック性？」であるかどうかを尋ねるように促す。心停止の治療は
、「ショック性」律動が存在する場合、即時除細動である一方、それが未だ存在しない場
合、ある投薬量のエピネフリンで補完された心肺蘇生（ＣＰＲ）が、「ショック性」律動
を誘発するために使用される。小児科医は、律動が非ショック性であることを決定し、小
児科医は、音声コマンド特徴を使用して、本発明のシステムと関わる。
【００８８】
　小児科医は、律動が非ショック性であることを示すコマンドを本発明のシステムに口頭
で提供する。本発明のシステムは、可聴命令を朗読し、医師に、ＣＰＲが、３～４分おき
のＩＶエピネフリンとともに、２分おきに行われるべきであることを示し、医師は、高度
気道治療を検討すべきである。随意に、本発明のシステムは、子供の体重および／または
年齢に基づいて、投与されるべきエピネフリンの投薬量を計算する。本発明のシステムは
、先を見越して、子供が安定化するまで、小児科心停止アルゴリズムにおける全てのステ
ップに可聴命令を提供する。
【００８９】
　小児科医は、図１２に図示されるように、危機的事象の医療記録を形成し得るパラメー
タを提示されることができる。適切である場合、小児科医は、図１３に図示されるように
、コードブルー医療記録を形成し得る、代表的パラメータが提示されることができる。
【００９０】
　（実施例６）本発明のシステムが、先を見越して、臨床医の措置を誘導する。
【００９１】
　臨床医が、新しい病院に転属される。臨床医は、新しい病院に特有の手技に精通してい
ない。新しい病院は、本発明のシステムを備えている、ポータブルタッチスクリーンデバ
イスを提供し、臨床医は、タッチスクリーンから本発明にアクセスする。臨床医は、本発
明のホームアイコン図１を選択し、実践的ガイドラインおよび施設ベースのプロトコル１
０５を選択する。臨床医は、ポータブルデバイスから、その病院に特異的プロトコルに容
易にアクセスする。
【００９２】
　一方、臨床医は、対象の困難な気道管理を支援するように要請される。臨床医は、困難
な気道医療ケアアルゴリズムにおける標準ケアステップの精査を所望する。本発明のシス
テムは、あるアルゴリズムから別のアルゴリズムへの高速遷移を可能にし、臨床医は、困
難な気道危機的ケアアルゴリズムを迅速に選択し、そこに遷移する。臨床医は、図１４－
１７に図示されるように、ポータブルデバイス上の困難な気道アルゴリズムのグラフィカ
ルインターフェースを連続してナビゲートする。図１４－１７は、困難な気道医療ケアア
ルゴリズムの代表的シーケンシャルグラフィカルディスプレイを図示する。
【００９３】
　図１４は、臨床医によって可視化される、グラフィカルインターフェースを図示する。
図１４では、臨床医は、ａ）困難な人工呼吸、ｂ）困難な挿管、ｃ）患者協力または同意
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に関する困難点、およびｄ）困難な気管瘻孔形成の４つの要因の基本管理の可能性および
臨床影響にアクセスするように促される。臨床医は、承認ボタンをクリックすることによ
って、または口頭コマンドを可聴的に朗読することによって、これらの命令の認識を承認
することができる。続いて、本発明のシステムは、臨床医に、困難な気道管理のプロセス
全体を通して補助酸素を送達する機会を能動的に追求するように促す（図１５）。臨床医
は、承認ボタンをクリックすることによって、または口頭コマンドを可聴的に朗読するこ
とによって、これらの命令の認識を承認することができる。臨床医は、次いで、ａ）覚醒
挿管対全身麻酔の誘発後の挿管試行、ｂ）挿管に対する初期アプローチのための非侵襲的
技法対挿管に対する初期アプローチのための侵襲的技法、ｃ）挿管に対する初期アプロー
チとしてのビデオ補助喉頭鏡検査、またはｄ）自発換気の保持対自発換気の除去（図１６
）の基本管理選択肢の相対的利点および実行可能性を検討するように促される。
【００９４】
　臨床医は、最良の措置の過程が、覚醒挿管対全身麻酔の誘発後の挿管試行を行う可能性
を考慮することであると決定する。臨床医は、承認ボタンをクリックすることによって、
または口頭コマンドを可聴的に朗読することによって、これらの命令の認識を承認するこ
とができる。臨床医は、本発明のシステムによって提供される一次および代替戦略をさら
に可視化することによって、アルゴリズムのナビゲートを継続することができる、または
臨床医は、前の画面（図１７）に戻ることができる。本発明のシステムは、ナビゲーショ
ンの記録をそのメモリ上に記録しながら、各画面のナビゲーション後、リセットおよびリ
フレッシュすることができる。
【００９５】
　（実施形態）
　以下の非限定的実施形態は、本発明の例証的実施例を提供するが、本発明の範囲を限定
しない。
【００９６】
　実施形態１．医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、ａ）プロセッサを備えて
いるコンピュータシステム上のモジュールへのアクセスを提供することであって、モジュ
ールは、複数の医療ケアアルゴリズムに関連付けられ、モジュールは、各々が少なくとも
１つの医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられた複数の選択可能アイコンをユーザ
に表示する、ことと、ｂ）ユーザが選択可能アイコンのうちの少なくとも１つ選択したこ
とを決定することであって、それに応じて、プロセッサは、選択されたアイコンに関連付
けられた医療ケアアルゴリズムに対して、医療ケアアルゴリズムデータベースを検索し、
選択された医療ケアアルゴリズムを提供する、ことと、ｃ）コンピュータシステムによっ
て、選択されたアイコンが選択されたことを記録することであって、記録することは、ア
クセスの電子医療記録を提供することと、ｄ）ディスプレイ上に、選択された医療ケアア
ルゴリズムの少なくとも一部を表示することとを含む、方法。
【００９７】
　実施形態２．選択された医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えてい
る、実施形態１に記載の方法。
【００９８】
　実施形態３．選択された医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備え
ている、実施形態１－２のいずれかに記載の方法。
【００９９】
　実施形態４．選択された医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えてい
る、実施形態１－３のいずれかに記載の方法。
【０１００】
　実施形態５．選択された医療ケアアルゴリズムは、手技特有のアルゴリズムを備えてい
る、実施形態１－４のいずれかに記載の方法。
【０１０１】
　実施形態６．選択された医療ケアアルゴリズムは、外科手術手技を行うためのアルゴリ
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ズムを備えている、実施形態１－５のいずれかに記載の方法。
【０１０２】
　実施形態７．ステップに関連付けられたステップアイコンを選択することによって、医
療ケアアルゴリズムの少なくとも１つのステップを医療記録内に記録することをさらに含
む、実施形態１－６のいずれかに記載の方法。
【０１０３】
　実施形態８．医療記録内に記録することは、タイムスタンプを記録する、実施形態７に
記載の方法。
【０１０４】
　実施形態９．関連医療媒体を表示することをさらに含む、実施形態１－８のいずれかに
記載の方法。
【０１０５】
　実施形態１０．対象のための治療介入を提案することをさらに含み、治療介入は、選択
されたアイコンに関連する、実施形態１－９のいずれかに記載の方法。
【０１０６】
　実施形態１１．エンコードされたコンピュータ実行可能コードを有するコンピュータ読
み取り可能な媒体を備えているコンピュータプログラム製品であって、コンピュータ実行
可能コードは、医療ケアアルゴリズムを提供する方法製品を実装するよう実行されるよう
に適合され、方法は、ａ）医療ケアアルゴリズム管理システムを提供することであって、
医療ケアアルゴリズム管理システムは、ｉ）ディスプレイモジュールと、ｉｉ）検出モジ
ュールと、ｉｉｉ）検索モジュールと、ｉｖ）出力モジュールとを備えている、ことと、
ｂ）ディスプレイモジュールによって、複数の選択可能アイコンをユーザに表示すること
であって、各選択可能アイコンは、医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられている
、ことと、ｃ）検出モジュールによって、選択可能アイコンがユーザによって選択された
ことを検出することであって、選択されたアイコンは、識別を有する、ことと、ｄ）選択
されたアイコンの識別に基づいて、検索モジュールによって、医療ケアアルゴリズムのデ
ータベースを検索することであって、検索は、選択されたアイコンに関連付けられた識別
された医療ケアアルゴリズムを識別する、ことと、ｅ）出力モジュールによって、識別さ
れた医療ケアアルゴリズムを出力することとを含む、コンピュータプログラム製品。
【０１０７】
　実施形態１２．識別された医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えて
いる、実施形態１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１０８】
　実施形態１３．識別された医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備
えている、実施形態１１－１２のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１０９】
　実施形態１４．識別された医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えて
いる、実施形態１１－１３のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１０】
　実施形態１５．識別された医療ケアアルゴリズムは、専門科特有のアルゴリズムを備え
ている、実施形態１１－１４のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１１】
　実施形態１６．医療ケアアルゴリズム管理システムは少なくとも１つの薬分注システム
に対する処方インターフェースをさらに備え、方法はさらに、処方インターフェースによ
って、処方要求を薬調合機械に提出することを含む、実施形態１１－１５のいずれかに記
載のコンピュータプログラム製品。
【０１１２】
　実施形態１７．電子医療記録は、タイムスタンプをさらに備えている、実施形態１６に
記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１３】
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　実施形態１８．医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬局への薬局
インターフェースをさらに備え、方法は、電子医療記録を提供することをさらに含む、実
施形態１１－１７のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１４】
　実施形態１９．電子医療記録は、タイムスタンプをさらに備えている、実施形態１８に
記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１５】
　実施形態２０．出力モジュールは、識別された医療アルゴリズムのステップを出力する
、実施形態１１－１９のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１６】
　実施形態２１．医療ケアアルゴリズム管理システムはさらに、ナビゲーションモジュー
ルを備え、ナビゲーションモジュールは、承認アイコンを備え、ナビゲーションモジュー
ルは承認アイコンが選択されたことを検出すると、後続ステップをさらに表示する、実施
形態１１－２０のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１７】
　実施形態２２．承認アイコンを選択することは、後続ステップの出力に先立って要求さ
れる、実施形態２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１１８】
　実施形態２３．ナビゲーションモジュールは、複数の分岐アイコンを備え、各分岐アイ
コンは、独立して、識別された医療ケアアルゴリズムの異なる分岐に関連付けられ、ナビ
ゲーションモジュールは、選択された分岐に関連付けられた分岐アイコンが選択されたこ
とを検出すると、選択された分岐にアクセスする、実施形態２１に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
【０１１９】
　実施形態２４．方法は、記録モジュールをさらに含み、記録モジュールは、対象に関連
付けられた少なくとも１つのパラメータを記録する、実施形態１１－２３のいずれかに記
載のコンピュータプログラム製品。
【０１２０】
　実施形態２５．方法はさらに、記録されたパラメータに基づいて、対象に合わせて識別
された医療ケアアルゴリズムをカスタマイズすることを含む、実施形態２４に記載のコン
ピュータプログラム製品。
【０１２１】
　実施形態２６．方法はさらに、記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬調合機
械に提出することを含む、実施形態２４に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１２２】
　実施形態２７．方法はさらに、記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬局に提
出することを含む、実施形態２４に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１２３】
　実施形態２８．治療される対象に関連付けられたパラメータは、治療される対象の体重
である、実施形態２７に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１２４】
　実施形態２９．治療される対象に関連付けられたパラメータは、治療される対象の年齢
である、実施形態２７に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１２５】
　実施形態３０．治療される対象に関連付けられたパラメータは、治療される対象の性別
である、実施形態２７に記載のコンピュータプログラム製品。
【０１２６】
　実施形態３１．方法はさらに、出力モジュールによって、関連医療媒体を出力すること
を含む、実施形態１１－３０のいずれかに記載のコンピュータプログラム製品。
【０１２７】
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　実施形態３２．医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、ａ）コンピュータシス
テムによって、要求を受信することであって、コンピュータシステムは、プロセッサを備
えている、ことと、ｂ）プロセッサによって、要求に基づいて、医療ケアアルゴリズムの
データベースを検索し、それによって、要求に関連付けられた少なくとも１つの医療ケア
アルゴリズムを識別することと、ｃ）コンピュータシステムによって、識別された医療ケ
アアルゴリズムを記録することであって、記録することは、要求の電子医療記録を提供す
る、ことと、ｄ）識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示することとを
含む、方法。
【０１２８】
　実施形態３３．識別された医療ケアアルゴリズムを通して経過を追跡することをさらに
含む、実施形態３２に記載の方法。
【０１２９】
　実施形態３４．経過は、対象に関連付けられた電子医療記録内に記録される、実施形態
３３に記載の方法。
【０１３０】
　実施形態３５．識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部は、選択可能アイコ
ンに関連付けられる、実施形態３２－３４のいずれかに記載の方法。
【０１３１】
　実施形態３６．選択可能アイコンは、タッチスクリーンアイコンである、実施形態３５
に記載の方法。
【０１３２】
　実施形態３７．医療ケアアルゴリズムとともに、関連医療媒体を表示することをさらに
含む、実施形態３２－３６のいずれかに記載の方法。
【０１３３】
　実施形態３８．識別された医療ケアアルゴリズムは、モバイルデバイス上に表示される
、実施形態３２－３７のいずれかに記載の方法。
【０１３４】
　実施形態３９．医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、実施
形態３２－３８のいずれかに記載の方法。
【０１３５】
　実施形態４０．医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、
実施形態３２－３９のいずれかに記載の方法。
【０１３６】
　実施形態４１．医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、実施
形態３２－４０のいずれかに記載の方法。
【０１３７】
　実施形態４２．医療ケアアルゴリズムは、緊急ケアアルゴリズムを備えている、実施形
態３２－４１のいずれかに記載の方法。
【０１３８】
　実施形態４３．医療ケアアルゴリズムは、外科手術手技を備えている、実施形態３２－
４２のいずれかに記載の方法。
【０１３９】
　実施形態４４．医療ケアアルゴリズムは、専門科特有のアルゴリズムを備えている、実
施形態３２－４３のいずれかに記載の方法。
【０１４０】
　実施形態４５．識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも１つのステップを医療記
録内に記録することをさらに含む、実施形態３２－４４のいずれかに記載の方法。
【０１４１】
　実施形態４６．対象のための治療介入を提案することをさらに含み、治療介入は、選択
されたアイコンに関連する、実施形態３２－４５のいずれかに記載の方法。
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【０１４２】
　実施形態４７．医療ケアアルゴリズムにアクセスする方法であって、ａ）ユーザによっ
て、少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムを備えているモジュールにアクセスすること
であって、モジュールは、プロセッサを備えているコンピュータシステムからアクセスさ
れる、ことと、ｂ）少なくとも１つの選択可能アイコンを選択することによって、モジュ
ール内の医療ケアアルゴリズムをナビゲートすることであって、プロセッサは、選択に基
づいて、電子医療記録を提供する、ことと、ｃ）医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部
をディスプレイにおいて閲覧することとを含む、方法。
【０１４３】
　実施形態４８．医療ケアアルゴリズムに基づいて、治療介入を対象に提供することをさ
らに含む、実施形態４７に記載の方法。
【０１４４】
　実施形態４９．ユーザは、外科医であり、外科手術の準備のために、ａ）－ｃ）のうち
の少なくとも１つを行う、実施形態４７に記載の方法。
【０１４５】
　実施形態５０．ユーザは、外科医であり、外科手術中、ａ）－ｃ）のうちの少なくとも
１つを行う、実施形態４７に記載の方法。
【０１４６】
　実施形態５１．ナビゲートすることは、処方要求を薬調合機械に提出することをさらに
含む、実施形態４７－５０のいずれかに記載の方法。
【０１４７】
　実施形態５２．ナビゲートすることは、処方要求を薬局に提出することをさらに含む、
実施形態４７－５１のいずれかに記載の方法。
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